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参考資料

（１）幼保連携型認定こども園の審査基準

基準

１ 事業計画との整合性 子ども・子育て支援法第61条の規定に基づき策定する市町村子ども・子育て支援事業計画に適合すること。

２ 欠格事由 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第17条第２項各号に掲げる欠格事由に該当しないこと。

３ 設備 札幌市幼保連携型認定こども園の設備及び運営基準に関する条例第２章に定める設備の基準に適合すること。

４ 運営 札幌市幼保連携型認定こども園の設備及び運営基準に関する条例第３章に定める運営の基準に適合すること。

５ 資金計画 当初自己資金及び借入金償還財源等が寄附等の方法により確保・確約されていること。

６ 設置主体の事業実績 〔既存法人〕
近年の監査指摘状況で重大な問題がないこと。
また、過去の法人運営及び事業運営において重大な法令違反又は悪質な事案があると認められ、その結果として行政処分若しくは行政指導を受けて
いないこと。ただし、著しく改善が図られているものについてはこの限りでない。

〔設立希望者〕
札幌市社会福祉法人設立認可審査会の幹事会で認可の方向性が示されていること。

７ 準備状況 整備計画（主旨・事業内容・資金計画等）について理事会、取締役会又は設立準備委員会の議決を経ていること。
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(２) 幼保連携型認定こども園の設備等基準

１ 設置者の基準 

(1) 法人の種類 

社会福祉法人又は学校法人であること。 

(2) 法に掲げる欠格事由に該当しないこと。 

法第 17条第２項各号に掲げるいずれにも該当するものでないこと。 

２ 設備の基準 

(1) 園舎及び園庭の位置 

園舎及び園庭は、同一の敷地内又は隣接する位置に設けなければならない。 

【移行特例】 

・既存幼稚園又は既存保育所から移行する場合 

当分の間、次に掲げる要件のすべてを満たす場所に設けることができる。 

①園児が安全に移動できる場所であること。 

②園児が安全に利用できる場所であること。 

③園児が日常的に利用できる場所であること。 

④教育及び保育の適切な提供が可能な場所であること。 

(2) 園舎の面積 

次の面積を合算した面積以上 

①３歳以上の園児に係る学級数に応じて次の面積（単位：㎡） 

１学級 180 

２学級以上 320＋100×（学級数－２） 

②満２歳の園児数×1.98 ㎡ 

③満２歳未満の園児数×3.3 ㎡ 

【移行特例】 

・既存保育所から移行する場合 

①は満３歳以上の園児数×1.98 ㎡ 

(3) その他園舎の基準 

・園舎は２階建て以下とするが、特別の事情がある場合は、３階建て以上とすることができる。 

・乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室又は便所（以下「保育室等」という。）は１階に設けることと

するが(7)又は(8)の要件を満たす場合はこの限りではない。 

３階以上に設ける保育室等は、原則として、満３歳未満の園児の保育の用に供するものでなけれ

ばならない（当該保育室と同じ階又は当該保育室がある階の上下１階の範囲内に園庭を有する場

合を除く）。 
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(4) 園庭の面積 

次の面積を合算した面積以上 

①次の面積のうちいずれか大きい面積 

Ａ ３歳以上の園児に係る学級数に応じて次の面積（単位：㎡） 

２学級以下 330＋30×（学級数－１） 

３学級以上 400＋80×（学級数－３） 

Ｂ 満３歳以上の園児数×3.3㎡ 

②満２歳の園児数×3.3㎡ 

【移行特例】 

・既存幼稚園から移行する場合：①を満たせば可 

・既存保育所から移行する場合：①はＢを満たせば可 

(5) 保育室等の面積 

次の各室について、それぞれ次の面積以上 

①乳児室 

ほふくしない満２歳未満の園児数×3.3㎡ 

②ほふく室 

ほふくする満２歳未満の園児数×3.3 ㎡ 

③保育室及び遊戯室 

満２歳以上の園児数×1.98 ㎡ ※満３歳以上の園児に係る保育室が学級数以上あること。 

※特別の事情がある場合は、保育室と遊戯室とを兼用することができる。 

【移行特例】 

・既存幼稚園から移行する場合 

③は満たさなくても可 

(6) その他の必置設備 

次の設備を設けなければならない。 

①職員室 

②保健室 ※特別の事情がある場合は職員室と保健室とを兼用することができる。 

③調理室 

※認定こども園内で調理する方法（自園調理）により食事の提供を行う人数が 20人未満のときは

調理室の設置は不要。ただし、この場合においても、必要な調理のための加熱、保存等の調理

機能を有する設備を備える必要あり。 

④便所 

⑤飲料水用設備 

⑥手洗用設備 

⑦足洗用設備 
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(7) 保育室等を２階以上に設置する場合の要件 

①保育室等を設置する階に応じ、条例に定める常用及び避難用設備が１以上設けられていること。 

②建築基準法第２条第９号の２に規定する耐火建築物であること。 

③保育室等その他子どもが出入りし、又は通行する場所に、子どもの転落事故を防止する設備が設

けられていること。 

【移行特例】 

既存幼稚園から移行する場合で保育室等を２階に設置する場合は、園児の待避上必要な設備を

備えれば、①及び③を満たさなくてもよい。 

(8) 保育室等を３階以上に設置する場合の要件 

①(7)①の設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等からそのうちの一の施設又は設備に

至る歩行距離が 30メートル以下となるように設けられていること。 

②調理室（次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。以下同じ。）以外の部分と当該調理室

の部分が建築基準法第２条第７号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第

112 条第１項に規定する特定防火設備で区画されていること。この場合において、換気、暖房若

しくは冷房の設備の風道が当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有

効にダンパーが設けられていること。 

Ａ スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。 

Ｂ 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理室の外部への延

焼を防止するために必要な措置が講じられていること。 

③壁及び天井の室内に面する部分の仕上げが不燃材料で行われていること。 

④保育室等その他子どもが出入りし、又は通行する場所に、子どもの転落事故を防止する設備が設

けられていること。 

⑤非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。 

⑥カーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。 

３ 運営の基準 

(1) 学級の編成 

３歳以上の園児については、１学級 35人以下の学級を編成しなければならない。 

※学級は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある園児で編成することを原則とする。 

(2) 園長の配置 

園長を置かなければならない。 

【園長の資格要件】 

教諭の免許状（専修又は一種）を有する保育士で、就学前の子どもに関する教育、保育等の

総合的な提供の推進に関する法律施行規則第 12条各号に掲げる職に５年以上ある者 

※上記と同等の能力を有する者として、設置者が任命又は採用する者でも可 
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(3) 副園長、教頭の配置 

副園長、教頭を置くように努めなければならない。 

【副園長、教頭の資格要件】 

上記園長の資格要件と同じ 

(4) 教育・保育従事職員の配置 

園児数に応じて次の人数以上の保育教諭等を置かなければならない。 

①０歳の園児３人につき１人   ②１歳及び２歳の園児６人につき１人 

③３歳の園児 20 人につき１人  ④４歳及び５歳の園児 30人につき１人 

※ただし、常時２人以上置かなければならない。 

※保育教諭等：副園長、教頭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭又は講師 

【保育教諭等の資格要件】 

・副園長、教頭、主幹保育教諭、指導保育教諭 

幼稚園教諭の普通免許状を有する保育士 

・助保育教諭、講師 

幼稚園助教諭の臨時免許状を有する保育士 

【副園長、教頭、保育教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭の資格に関する経過措置】 

令和７年３月 31日までの間、幼稚園教諭の普通免許状を有する者又は保育士 

(5) 学級担任の配置 

(1)の学級ごとに１人以上の専任の主幹保育教諭、指導保育教諭又は保育教諭を置かなければならな

い。 

※特別の事情がある場合は、専任の副園長若しくは教頭が兼ね、又は学級数の１／３の範囲内で助

保育教諭若しくは講師をもって代えることができる。 

(6) 調理員の配置 

調理員を置かなければならない。 

※調理業務の全部を委託する場合で、栄養士又は管理栄養士を置く場合は、調理員を置かないこと

ができる。 

(7) その他の職員の配置 

次の職員を置くように努めなければならない。 

①主幹養護教諭、養護教諭又は養護助教諭 ②事務職員 

(8) 教育・保育を行う期間及び時間 

次の要件を満たしていること。 

①教育週数は、特別の事情がない限り、39週を下回らないこと。 

②１日の教育時間は４時間とし、園児の心身の発達の程度、季節等に適切に配慮すること。 

③保育を必要とする子どもに該当する園児に対する教育及び保育の時間（満３歳以上の園児につい

ては、②の教育時間を含む。）は、１日につき８時間を原則とすること。 
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(9) 子育て支援 

保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本認識の下に、子育てを自ら実践する力

の向上を積極的に支援することを旨として、教育及び保育に関する専門性を十分に活用し、子育て

支援事業のうち、その所在する地域における教育及び保育に対する需要に照らし当該地域において

実施することが必要と認められる子育て支援事業を、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の

下で行わなければならない。 

この場合において、地域の人材や社会資源の活用を図るよう努めなければならない。 

(10) 食事の提供 

認定こども園内で調理する方法（自園調理）により行わなければならない。 

【移行特例】 

既存幼稚園から移行する場合、１号認定子どもに対する食事の提供は、認定こども園外で調理

する方法（外部搬入）により行うことができる。 

【外部搬入の要件】 

①園児に対する食事の提供の責任が当該認定こども園にあり、その管理者が、衛生面、栄養

面等業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務の受託者との契約内容が確

保されていること。 

②当該認定こども園又は他の施設、保健所、市町村等の栄養士により、献立等について栄養

の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄養士による必要な配慮が行われること。 

③調理業務の受託者を、当該認定こども園における給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄

養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有する者とすること。 

④園児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供や、アレルギー、アトピー

等への配慮、必要な栄養素量の給与等、幼児の食事の内容、回数及び時機に適切に応じる

ことができること。 

⑤食を通じた園児の健全育成を図る観点から、園児の発育及び発達の過程に応じて食に関し

配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。 

※移行特例における「既存幼稚園又は既存保育所から移行する場合」とは、H27.3.31 に設置されてい

る幼稚園又は保育所（その運営の実績その他により適正な運営が確保されていると認めるものに限

る。）が、当該施設を廃止し、当該施設と同一の所在場所において、当該施設の設備を用いて幼保

連携型認定こども園を設置する場合をいう。 
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（３）保育所の審査基準

基準

１ 各種保健福祉計画等と
の整合性

各種保健福祉計画等に適合すること。

２ 設置地域における当該
施設の必要性

設置地域における既存施設の分布状況及び利用状況並びに入所希望者の数から、当該施設の設置の必要性が認められること。

３ 用地の確保状況 施設用地を自己所有等の方法により確保できること。
また、本市の施策上の必要から市有地の貸与を行う場合には市有地貸与の基本方針(平成17年6月22日小澤副市長決裁)の貸与基準に合致すること。

４ 計画施設の基本プラン 計画施設の基本プランが、各施設種別ごとに国要綱（設備及び運営に関する基準）等で定める最低基準等を満たしているか、満たすことが確実であり、規模･
規格等が適切妥当なものであること。
※この項目の評価にあたっては、特に各施設を所管している部長の意見を聞くこと。

５ 資金計画 当初自己資金及び借入金償還財源等が寄附等の方法により確保・確約されていること。
※独立行政法人福祉医療機構以外からの融資は、原則として認めない。

６ 設置主体の事業実績 〔既存法人〕
近年の監査指摘状況で重大な問題がないこと。また、過去の法人運営及び事業運営において重大な法令違反又は悪質な事案があると認められ、その結果として
行政処分若しくは行政指導を受けていないこと。ただし、監査指導室長の意見を聞き、著しく改善が図られているものについてはこの限りでない。
〔設立希望者〕
札幌市社会福祉法人設立認可審査会の幹事会で認可の方向性が示されていること。
※この項目の評価にあたっては、特に監査指導室長等の意見を聞くこと。
※設立代表者が既存社会福祉法人の代表者の場合、原則として新設法人を設立できない。

７ 設置主体の役員構成 必要人数、適正な役員構成、特別関係人制限等、「社会福祉法人の設立及び運営に関する要綱」第４に定める法人の組織運営に係る要件を満たしているか、満
たすことが確実であること。

８ 準備状況 整備計画(主旨･事業内容･資金計画等)について理事会又は設立準備委員会の議決を経ていること。

審査項目

１　共通審査基準
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共通審査基準 個別審査基準(創設） 最高得点 点数配分

1 ① 定員設定が最も供給不足解消に寄与する（他事業者の整備計画との相対評価） 5

② 定員設定が２番目に供給不足解消に寄与する（他事業者の整備計画との相対評価） 3

③ 定員設定が３番目に供給不足解消に寄与する（他事業者の整備計画との相対評価） 2

④ 延長保育（２時間）及び一時預かり事業の両方とも実施 2

⑤ 延長保育（１時間）及び一時預かり事業の両方とも実施 1

⑥ 日曜及び祝日に休日保育を実施する計画 5

⑦ 「整備を推進する設備・技術」を３項目以上導入 3

⑧ 「整備を推進する設備・技術」を２項目導入 2

⑨ 「整備を推進する設備・技術」を１項目導入 1

15 15

2 ① 優先整備地域Ａ 8

② 優先整備地域Ｂ 5

③ 優先整備地域Ｃ 2

④
設置予定地から半径1km以内に所在する認可保育所及び認定こども園の超過入所者数及び待機児童数が最も多
い（他事業者の整備計画との相対評価）

5

⑤
設置予定地から半径1km以内に所在する認可保育所及び認定こども園の超過入所者数及び待機児童数が２番目
に多い（他事業者の整備計画との相対評価）

3

⑥
設置予定地から半径1km以内に所在する認可保育所及び認定こども園の超過入所者数及び待機児童数が３番目
に多い（他事業者の整備計画との相対評価）

2

13 13

3 ① 必要な屋外遊戯場の面積を全て地上に確保 5

② 必要な屋外遊戯場の面積の50％以上を地上に確保し、残りを屋上等に確保 4

③ 必要な屋外遊戯場の面積の50％未満を地上に確保し、残りを屋上等に確保 3

④ 全ての土地を自己所有する又は国若しくは地方公共団体から貸与を受ける 5

⑤ 土地を国又は地方公共団体以外の者から貸与を受け、地上権又は賃借権を設定し登記できる 3

10 10

4 ① 年齢ごとの定員の120％以上に対応する各保育室等の面積を確保 10

② 年齢ごとの定員の115％以上に対応する各保育室等の面積を確保 7

③ 年齢ごとの定員の110％以上に対応する各保育室等の面積を確保 4

④ 年齢ごとの定員の105％以上に対応する各保育室等の面積を確保 2

⑤ 乳児室、ほふく室、保育室及び遊戯室の全てを１階に配置 3

⑥ 乳児室、ほふく室、保育室及び遊戯室の全てを２階以下に配置 1

⑧ 調理室の面積が札幌市の推奨面積以上 2

⑨ 調理室の面積が札幌市の推奨面積の75％以上 1

(4)　衛生設備 1 ⑩ こども用大便器が“定員の1/20＋１個”以上、こども用小便器が“定員の1/30＋１個”以上 1

⑪ 定員の1/10以上の駐車台数を確保（小数点未満端数切上げ） 4

⑫ 定員の1/15以上の駐車台数を確保（小数点未満端数切上げ） 2

⑬ 定員の1/20以上の駐車台数を確保（小数点未満端数切上げ） 1

⑭ ＪＲ駅又は地下鉄駅から800ｍ以内の立地にある 2

⑮ 保育所等（※）に２年以上従事した経験を有する者を配置 2

⑯ 上記と同等以上であると認められる者を配置 1

審査事項 配点内訳（創設） 備　考

各種保健福祉計画等
との整合性
（配点　１５点）

　各種保健福祉計画等に適合すること。 (1)　定員の規模

5
該当するもの
いずれか

(2)　延長保育、一時預かり事業及び休日保育

7

該当するもの
いずれか

(3)　環境に配慮した施設整備計画

3
該当するもの
いずれか

設置地域における当
該施設の必要性
（配点　１３点）

　設置地域における既存施設の分布状況及び利用状況
並びに入所希望者の数から、当該施設の設置の必要性
が認められること。

(1)　保育所の設置の整備優先度

8
該当するもの
いずれか

(2)　保育所の設置に適した周辺環境

5
該当するもの
いずれか

用地の確保状況
（配点　１０点）

　施設用地を自己所有等の方法により確保できるこ
と。
　また、本市の施策上の必要から市有地の貸与を行う
場合には市有地貸与の本方針(平成12年１月21日大長
助役決裁)の貸与基準に合致すること。

(1)　屋外遊戯場の確保状況

5
該当するもの
いずれか

(2)　事業の用に供する土地の保有形態

5
該当するもの
いずれか

該当するもの
いずれか

(2)　児童の安全確保

3
該当するもの
いずれか

(3)　調理室の面積

計画施設の基本プラ
ン
（配点　３５点）

　計画施設の基本プランが、各施設種別ごとに国要綱
（設備及び運営に関する基準）等で定める最低基準等
を満たしているか、満たすことが確実であり、規模･
規格等が適切妥当なものであること。
※　この項目の評価にあたっては、特に保健福祉局保
健福祉部長等の意見を聞くこと。

(1)　乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室及び屋外遊戯場
（保育室等）の面積

10

2
該当するもの
いずれか

(5)　通園への配慮

6

該当するもの
いずれか

(6)　施設長予定者の資格要件

2
該当するもの
いずれか

参考資料

２　個別審査基準
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共通審査基準 個別審査基準(創設） 最高得点 点数配分

⑰ 虐待対策に関するマニュアルを整備 1

⑱ 災害対応及び事故防止に関するマニュアルを整備 1

⑲ 整備決定後、速やかに地域住民を対象とした説明会を実施 1

⑳ 地域と交流及び連携を図る具体的な計画がある 1

第三者評価を実施して結果を公表する 2

第三者評価を実施するが結果は公表しない、又は自己評価を実施して結果を公表する 1

(9)　職員への処遇に対する計画 1 職員休憩室、ロッカー室等を設置 1

職員研修に関する具体的な計画がある 2

職員研修に関する計画がある 1

(11) 地域型保育事業所との連携計画 2 卒園後の受け皿枠を確保 2

35 35

5 ① 当初資金の全部を自己資金で確保 5

② 当初資金の全部又は一部について、個人又は団体からの寄附が確実で連帯保証人を確保 3

③ 借入を行わない 5

④ 借入金の割合が設置者負担総額の20％未満で、償還財源を確保 4

⑤ 借入金の割合が設置者負担総額の40％未満で、償還財源を確保 3

⑥ 借入金の割合が設置者負担総額の60％未満で、償還財源を確保 2

⑦ 借入金の割合が設置者負担総額の80％未満で、償還財源を確保 1

10 10

6

①
札幌市からの文書指導事項（重大）又は札幌市以外からのこれに相当する指導事項がない（過去３年間）
（既存社会福祉法人及び保育所を運営している者の場合）

5

②
札幌市からの文書指導事項（重大）又は札幌市以外からのこれに相当する指導事項はあるが、現在は改善さ
れている（過去３年間）（既存社会福祉法人及び保育所を運営している者の場合）

3

③
札幌市からの文書指導事項（重大）又は札幌市以外からのこれに相当する指導事項はあるが、改善計画の策
定等、改善の目途が立っている（過去３年間）（既存社会福祉法人及び保育所を運営している者の場合）

1

④ ３以上の認可保育所、認定こども園、幼稚園を運営 2

⑤ １以上の認可保育所、認定こども園、幼稚園を運営 1

7 7

7
① 設置者が社会福祉法人又は学校法人 5

②
設置者が社会福祉法人又は学校法人以外の者で、経営担当役員者に、保育サービスの利用者（これに準ずる
者を含む。）及び実務を担当する幹部職員を含んでいる

3

③
設置者が社会福祉法人又は学校法人以外の者で、保育所運営に関しの設置者の相談に応じ、又は意見を述べ
る運営委員会を設置

1

5 5

8 (1)　理事会等の議決

5 ①
理事会等（設立準備委員会）で施設整備に必要な事項（整備施設の規模・構造、用地の確保状況、当初資金
の確保、借入れ金額及びその償還計画等）について十分に計画・審議している

5

5 5

100 100

 ※保育所等とは、認可保育所、認定こども園、幼稚園及び家庭的保育事業等（家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業）をいう。

【優先順位の決定方法】

 ①　各項目の合計点数（１００点満点）により審査を行う。

 ②　①においても、優先順位が同点の場合は、上記の審査事項１－(1)、２、４の順で評点の高い方を優先順位上位とする。

(8)　事業内容の自己評価と改善の取組

2
該当するもの
いずれか

審査事項 配点内訳（創設） 備　考

(7)　保育所の運営に関する計画

4

(10) 職員研修に関する計画

2
該当するもの
いずれか

資金計画
（配点　１０点）

　当初自己資金及び借入金償還財源等が寄附等の方法
により確保・確約されていること。
※　独立行政法人福祉医療機構以外からの融資は、原
則として認めない。

(1)　当初資金の確保状況

5
該当するもの
いずれか

(2)　借入金の状況
　（借入金償還財源が確保されているとは、寄附が確実で
あり、連帯保証人も確保されている、又は保育所を運営す
る社会福祉法人等で、処遇改善等加算の基礎分又は既存事
業の余剰金の範囲内であり、繰入が確実であることをい
う。）

該当するもの
いずれか

設置主体の事業実績
（配点　７点）

〔既存法人〕
　近年の監査指摘状況で重大な問題がないこと。ま
た、過去の法人運営及び事業運営において重大な法令
違反又は悪質な事案があると認められ、その結果とし
て行政処分若しくは行政指導を受けていないこと。た
だし、監査指導室長の意見を聞き、著しく改善が図ら
れているものについてはこの限りでない。
〔設立希望者〕
　札幌市社会福祉法人設立認可審査会の幹事会で認可
の方向性が示されていること。
※　この項目の評価にあたっては、特に監査指導室長
等の意見を聞くこと。
※　設立代表者が既存社会福祉法人の代表者の場合、
原則として新設法人を設立できない。

(1)　既存園の運営状況

5
該当するもの
いずれか

(2)　運営する保育施設等

2

準備状況
（配点　５点）

　整備計画（主旨・事業内容・資金計画等）について
理事会又は設立準備委員会の議決を経ていること。

該当するもの
いずれか

設置主体の役員構成
（配点　５点）

　必要人数、適正な役員構成、特別関係人制限等、
「社会福祉法人の設立及び運営に関する要綱」第４に
定める法人の組織運営に係る要件を満たしているか、
満たすことが確実であること。

(1)　設置者

5
該当するもの
いずれか

5
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(４) 保育所の設備等基準

１ 設置者の基準（設置者が社会福祉法人又は学校法人である場合は、(4)及び(5)の基準のみ満たせば可）

(1) 保育所を経営するために必要な経済的基礎があること。 

次のいずれにも該当すること。 

①原則として、保育所の経営を行うために直接必要なすべての物件について所有権を有しているか、

又は国若しくは地方公共団体から貸与若しくは使用許可を受けていること。ただし、【不動産の貸

与を受けるための要件】に適合する場合は、当該要件を満たすものとみなす。 

②保育所の年間事業費の 12 分の１以上に相当する資金を、普通預金、当座預金等により有している

こと。 

③直近の会計年度において、保育所を経営する事業以外の事業を含む当該設置者の全体の財務内容

について、３年以上連続して損失を計上していないこと。 

④債務超過の状態にないこと。 

【不動産の貸与を受けるための要件】 

次に掲げる要件（国又は地方公共団体から貸与を受ける場合にあってはＣからＥまでに掲げる要

件に限る。）のいずれにも適合すること。 

Ａ 貸与を受ける土地及び建物について、地上権又は賃借権を設定し、かつこれが登記されてい

ること。ただし、次のいずれかに該当する場合にあっては、当該登記を行わないことができる。 

ａ 建物の貸与を受ける場合において、当該建物の賃貸借期間が賃貸借契約において 10 年以

上とされている場合 

ｂ 貸主が地方住宅公社若しくはこれに準ずる法人又は地域における基幹的交通事業者等の

信用力の高い主体であると市長が認める場合 

Ｂ 貸与を受ける土地及び建物の賃借料が地域の水準に照らして適正な額以下であること。 

Ｃ 貸与を受ける土地及び建物の賃借料を支払うための財源について、既存事業から継続的に財

源が確保されるなど、安定的に賃借料を支払い得る財源が確保されていること。 

Ｄ 社会福祉法人以外の者が不動産の貸与を受けて保育所を設置する場合には、Ｃの財源とは別

途、当面の支払いに充てるための次に掲げる額の合計額の資金を安全性があり、かつ、換金性

の高い形態（普通預金、定期預金、国債等）により保有していること。 

ａ １年間の賃借料に相当する額 

ｂ １千万円（１年間の賃借料が１千万円を超える場合には当該１年間の賃借料相当額）を基

本として、事業規模に応じ、当該保育所が安定的に運営可能と市長が認めた額（地上権・賃

借権の登記等施設使用の安定性の高さ、当該主体の総合的な財政力の高さ、公的補助による

継続的な賃借料補助、これまでの施設の経営・運営実績等過去の安定性の高さ等を勘案し、

賃貸施設であっても安定的な事業経営が行えると市長が認める場合にあっては、１千万円

（１年間の賃借料が１千万円を超える場合には当該１年間の賃借料相当額）の２分の１を目

途とする範囲内で市長が必要と認める額 

Ｅ 貸与を受ける土地及び建物の賃借料及び当該賃借料を支払うための財源が収支予算書に適

正に計上されていること。 

参考資料 

(2) 実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する知識又は経験を有すること。 

次の①及び②のいずれにも該当するか、又は③に該当すること。 

①当該施設の園長が、特定教育・保育施設又は地域型保育事業所において２年以上勤務した経験を

有する者であるか、若しくはこれと同等以上の能力を有すると認められる者であること。 

②社会福祉事業について知識経験を有する者、保育サービスの利用者（これに準ずる者を含む。）及

び当該施設の園長を含む運営委員会（保育所の運営に関し、当該施設の設置者の相談に応じ、又

は意見を述べる委員会をいう。）を設置すること。 

③経営担当役員に、保育サービスの利用者（これに準ずる者を含む。）及び園長を含むこと。 

(3) 経営担当役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。）

が社会的信望を有すること。 

(4) 法に掲げる欠格事由に該当しないこと。 

法第 35条第５項第４号に掲げるいずれにも該当するものでないこと。 

(5) 暴力団員の支配を受けていないこと。 

２ 設備の基準 

(1) 保育室等の面積 

次の各室について、それぞれ次の面積以上 

①乳児室 

ほふくしない満２歳未満の園児数×3.3㎡ 

②ほふく室 

ほふくする満２歳未満の園児数×3.3 ㎡ 

③保育室又は遊戯室 

満２歳以上の園児数×1.98 ㎡ 

(2) 屋外遊戯場の面積 

満２歳以上の園児数×3.3 ㎡ 以上 

【代替地の要件】 

屋外遊戯場は、次に掲げる要件をいずれも満たしている場合に限り、都市公園により代えること

ができる。 

①当該保育所の敷地内の地上又は屋上に本表に定める面積を有する屋外遊戯場を設置すること

が困難であると市長が特に認めること。 

②屋外遊戯場に代えようとする都市公園が本表に定める面積以上の面積を有し、屋外活動に当た

って安全が確保され、かつ、当該保育所からの距離がおおむね 300ｍの範囲内にあり、移動に

当たって安全が確保されると市長が認めること。 
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(3) その他の必置設備 

次の設備を設けなければならない。 

①調理室 

②便所 

③医務室（満２歳未満の園児を受入れる場合のみ） 

(4) 保育室等を２階以上に設置する場合の要件 

①保育室等を設置する階に応じ、別表１の常用及び避難用設備が１以上設けられていること。 

②建築基準法第２条第９号の２に規定する耐火建築物又は同条第９号の３に規定する準耐火建築物

（同号ロに該当する建築物を除く。）であること。 

③乳児室等その他子どもが出入りし、又は通行する場所に、子どもの転落事故を防止する設備が設

けられていること。 

(5) 保育室等を３階以上に設置する場合の要件 

①(4)①の施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、乳児室等からそのうちの一の施設又

は設備に至る歩行距離が30 メートル以下となるように設けられていること。 

②調理室（次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。以下同じ。）以外の部分と当該調理室

の部分が建築基準法第２条第７号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第

112 条第１項に規定する特定防火設備で区画されていること。この場合において、換気、暖房若

しくは冷房の設備の風道が当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有

効にダンパーが設けられていること。 

Ａ スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。 

Ｂ 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理室の外部への延

焼を防止するために必要な措置が講じられていること。 

③壁及び天井の室内に面する部分の仕上げが不燃材料で行われていること。 

④乳児室等その他子どもが出入りし、又は通行する場所に、子どもの転落事故を防止する設備が設

けられていること。 

⑤非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。 

⑥カーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。 

３ 運営の基準 

(1) 保育士の配置 

園児数に応じて次の人数以上の保育士を置かなければならない。 

①０歳の園児３人につき１人   ②１歳及び２歳の園児６人につき１人 

③３歳の園児 20人につき１人  ④４歳及び５歳の園児 30人につき１人 

※ただし、常時２人以上置かなければならない。 

参考資料 

(2) その他の職員の配置 

次の職員を置かなければならない。 

①嘱託医（内科及び歯科） 

②調理員（調理業務の全てを委託する場合で、かつ、管理栄養士又は栄養士を配置する場合は不要）

(3) 食事の提供 

保育所内で調理する方法（自園調理）により行わなければならない。 

(4) 保育時間 

１日８時間を原則とし、乳幼児の保護者の労働時間その他を考慮して定める。 

(5) 保育の内容 

養護及び教育が一体的に行われることをその特性とし、保育所保育指針に従って行わなければなら

ない。 
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